
「時間外労働等改善助成金｣
（時間外労働上限設定コース）のご案内

時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、
ワーク･ライフ･バランスを確保しながら、生産性を向上させることが可能となります。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主

の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

生産性の向上を図ることにより、時間外労働の縮減が可能に!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制等の構築
につながった。それに
より、時間外労働の縮
減ができた

改善の
結果

業務上の無駄な作業
を見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

時間外労働等改善助成金 検 索

また、ご不明な点やご質問がございましたら、事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室 におたずねください。

労働局の所在地一覧は、厚生労働省ＨＰに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

記録方法を台帳からIC
カードに切り替えたこ
とで、始業・終業時刻
を正確に管理できるよ
うになり、業務量の平
準化につながった。そ
の結果、時間外労働の
縮減もできた

新たな機器・設備を導
入して使用するように
なったところ、実際に
労働能率が増進し、時
間当たりの生産性が向
上した。それに伴い、
時間外労働も減らすこ
とができた

▶ 平成30年度から、以下のとおり助成内容を拡充しました
○ 上限額を最大150万円までに引上げ
○ 更に、週休２日制とした場合に上限額を加算（助成金の合計は200万円まで）
○ 一定の要件を満たした場合に、助成率を 3/4 から 4/5に上乗せ
○ 建設の事業、自動車運転業務に係る事業等、限度基準告示の適用除外業種も申請対象に追加
○ 業務研修、人材確保等のための費用等、助成対象となる取組を追加

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


労働局に支給申請（締切は２月15日(金)）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施

「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書
類とともに、最寄りの労働局雇用環境・均等部
（室）に提出（締切は12月３日（月））

【Ⅱの上限額】
●上限設定の上限額

平成28年度又は平成29年度において「労働
基準法第36条第１項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準」に規定する限
度時間を超える内容の時間外・休日労働に関
する協定を締結している事業場を有する中小
企業事業主（※1）で、当該時間外労働及び
休日労働を複数月行った労働者（単月に複数
名行った場合も可）がいること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ １企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率３／４(※4)
(※4) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支
給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その 所
要額が30万円を超える場合の補助率は４／５

上記「成果目標」の達成状況に応じて、支
給対象となる取組の実施に要した経費の一部
を支給します。

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新(※3)
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の

導入・更新(※3)
(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマート

フォンは対象となりません。

● 上記の成果目標に加えて、週休２日制の導入に向け
て、４週当たり５日から８日以上の範囲内で休日を増
加させることを成果目標に加えることができます。

●休日加算額

(H30.4)

事業実施後
事業実施前

４週当たり
４日

４週当たり
５日

４週当たり
６日

４週当たり
７日

4週当たり8日 100万円 75万円 50万円 25万円
4週当たり7日 75万円 50万円 25万円 ―
4週当たり6日 50万円 25万円 ― ―
4週当たり5日 25万円 ― ― ―

事業実施後
に設定する
時間外労働
時間数等

事業実施前の設定時間数
ア 時間外労働
時間数等が月80
時間を超えるな
どの時間外労働
時間数を設定し、
その実績を有す
る事業場

イ 時間外労働
時間数で月60時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（アに
該当する場合を
除く）

ウ 時間外労働
時間数で月45時
間を超えるなど
の時間外労働時
間数を設定し、
その実績を有す
る事業場（ア、
イに該当する場
合を除く）

成果目標① 150万円 100万円 50万円
成果目標② 100万円 50万円 ―
成果目標③ 50万円 ― ―

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」
の達成を目指して実施してください。

時間外労働上限設定コースの助成内容

対象事業主 成果目標

支給額

事業主が事業実施計画において指定した全ての
事業場において、平成30年度又は平成31年度に
有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、
以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督
署へ届出を行うこと。
① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間

360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時
間以下かつ、年間720時間以下に設定

③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外
労働時間数及び法定休日における労働時間数
の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間
数で年間720時間以下に設定

申請書の記載方法については、申請マニュ
アルをご活用ください。

利用の流れ

支給対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施すること～

業種 Ａ
資本または出資額

Ｂ
常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1 億円以下 100人以下
その他の業種 3 億円以下 300人以下
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